
利用できる駐車区画

利用者証（3種類）

利用者証（3種類）

種類 車椅子使用者用 その他の障害者用、要介護者用 妊産婦、けが人など

デザイン

（　青色　） （　緑色　） （オレンジ色）
有効期間 対象者として基準に該当しなくなるまで あり

区画の利用方法 「車椅子使用者駐車区画」を優先
利用

「優先駐車区画」を優先利用
「優先駐車区画」のない駐車場は、「車椅子使用者駐車区画」の使用も可

障害のある方や要介護状態の方、妊産婦の方など歩行が困難な方や配慮が必要な方に「利用者証」を交付し、公共施
設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者用区画」および「優先駐車区画」の適正利用を推進する制度です。

この表示がある駐車区画に、車のルームミラーに利用証を掲示して停めることができ
ます。

障害者手帳、難病関係受給者証、介護保険被保険者証、
母子保健手帳などをお持ちの方のうち、交付基準を満た
す方が交付を受けることができます。

交付基準や申請に必要な持ち物などは
　　　　　　　　　こちら

埼玉県福祉政策課でも交付しています。
詳細は県ホームページをご確認ください。

対象者 申請窓口
障害者、難病患者
けが人など 障害者福祉課（市役所１階）

要介護1以上の方 介護保険課（市役所１階）

妊産婦 保健センター
☎049・271・2745

埼玉県思いやり駐車場制度をご存じですか？

問合先　障害者福祉課障害者福祉担当

埼玉県思いやり駐車場制度とは……埼玉県思いやり駐車場制度とは……

県HP  　
はこちら

県電子申請
はこちら　

最終
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11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間です

問合先　女性センター☎049・287・4755

暴
力
は
人
権
侵
害
で
す

　
配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
は
、
犯

罪
と
な
る
行
為
を
も
含
む
重
大
な

人
権
侵
害
で
す
。

　
「
配
偶
者
」
に
は
、
法
律
婚
の

相
手
方
、
事
実
婚
の
相
手
方
、
生

活
の
本
拠
を
共
に
す
る
交
際
相
手

が
該
当
し
ま
す
。
男
性
、
女
性
の

別
を
問
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
離
婚

後
も
引
き
続
き
暴
力
を
受
け
る
場

合
を
含
み
ま
す
。

様
々
な
暴
力

　
暴
力
は
、
殴
る
・
蹴
る
・
物
を

投
げ
つ
け
る
な
ど
の
身
体
的
暴
力

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

精
神
的
暴
力　
怒
鳴
る
、
悪
態
を

つ
く
、「
頭
が
悪
い
」
な
ど
の
暴

言
を
吐
く
、長
時
間
説
教
を
す
る
、

長
時
間
無
視
す
る
な
ど

性
的
暴
力　
体
調
が
悪
い
時
な
ど

に
性
行
為
を
強
要
す
る
、
避
妊
に

協
力
し
な
い
な
ど

経
済
的
暴
力　
生
活
費
を
十
分
に

渡
さ
な
い
、
給
料
・
年
金
な
ど
を

取
り
上
げ
る
、
家
計
を
厳
し
く
管

理
す
る
な
ど

社
会
的
暴
力　
電
話
や
メ
ー
ル
な

ど
の
返
事
が
遅
い
と
連
続
で
連
絡

す
る
、
ス
マ
ホ
の
利
用
履
歴
や
交

友
関
係
を
監
視
す
る
な
ど

　
令
和
６
年
４
月
１
日
施
行
の
改

正
Ｄ
Ｖ
防
止
法
で
は
、
法
に
基
づ

く
保
護
命
令
制
度
が
拡
大
さ
れ
、

「
自
由
、
名
誉
、
財
産
に
対
す
る

脅
迫
を
受
け
た
者
」
も
接
近
禁
止

命
令
な
ど
の
申
立
て
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

被
害
な
ど
の
状
況
は

　
「
令
和
５
年
度
『
Ｄ
Ｖ
相
談
プ

ラ
ス
事
業
に
お
け
る
相
談
支
援
の

分
析
に
係
る
調
査
研
究
事
業
』
報

告
書
」
で
は
、「
精
神
的
Ｄ
Ｖ
を

核
と
し
た
複
合
的
被
害
」
が
広
が

り
、「
加
害
者
か
ら
の
恐
怖
・
監

視
に
よ
る
支
配
が
み
ら
れ
る
」
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
周
囲
に

頼
れ
る
人
や
理
解
し
て
く
れ
る
人

が
お
ら
ず
、
孤

立
す
る
方
も
多

い
状
況
で
す
。

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
な
ど
、

自
分
の
努
力
だ
け
で
は
解
決
で
き

な
い
困
難
を
抱
え
た
場
合
は
、
決

し
て
一
人
で
悩
ま
な
い
で
く
だ
さ

い
。
暴
力
を
受
け
た
側
は
悪
く
あ

り
ま
せ
ん
。

　
無
料
で
相
談
で
き
る
下
記
の
相

談
機
関
で
は
、
被
害
を
受
け
て
い

る
方
の
安
全
と
自
立
の
た
め
に
必

要
な
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
安

心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

報告書の概要
はこちら

主な相談機関
相談機関 受付、相談時間など 相談内容ほか

市役所
配偶者暴力相談支援センター

（女性相談・DV相談（要予約））
☎049・298・7716

【相談日】月・水・金曜日10時～16時
※　祝日、年末年始を除く

【予約受付】月～金曜日8時30分～17
時15分、土曜日8時30分～12時　
※　祝日、年末年始を除く

【女性相談】女性が抱える様々な悩み
【DV相談】身体的、精神的、性的、経
済的DVに関する相談

女性センター
（女性のための法律相談（要予約））
☎049・287・4755

【相談日】第2水曜日10時～13時
【予約受付】火～土曜日9時～17時15
分　※　祝日、年末年始を除く

離婚、DV、性的被害、職場の問題、
相続など、女性が抱える法的な問題

DV相談＋（プラス）
☎0120・279・889

電話相談（24時間）
メール（24時間）
チャット相談（12時～22時）

DVに関する相談
10か国語対応（チャット）
メールとチャットは二次元コードから

西入間警察署
☎049・284・0110 緊急時は110 年中無休（24時間） 犯罪被害、DV、ストーカー行為など

に関する相談

県性暴力等犯罪被害専用電話
「アイリスホットライン」
全国共通番号＃8891
または☎0120・31・8341

電話相談（24時間）、Web相談、面接
相談・オンライン面接相談（Zoom）

性暴力、性犯罪被害相談
医療機関受診による支援（付添支援な
ど、産婦人科、精神科）
弁護士による法律相談などの支援（連
絡調整、付添支援など）

よりそいホットライン
☎0120・279・338→[3]を押す 年中無休（24時間） 性暴力、DVなど女性の相談

詳細はこちら

最終
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11
月
１
日
か
ら
証
明
書
発
行
手

数
料
の
支
払
い
に
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
な
ど
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

決
済
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

【
導
入
場
所
】

市
民
課
お
よ
び
若
葉
駅
前
出
張
所

【
対
象
と
な
る
手
数
料
】

住
民
票
の
写
し
、
印
鑑
登
録
証
明

書
、戸
籍
謄
抄
本
、課
税
証
明
書
、

納
税
証
明
書
な
ど

【
利
用
可
能
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

決
済
】

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

Ｖ
ｉ
ｓ
ａ
、
Ｍ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｃ
ａ

ｒ
ｄ
、
Ｊ
Ｃ
Ｂ
、
Ａ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ

ａ
ｎ 

Ｅ
ｘ
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
、
Ｄ
ｉ

ｎ
ｅ
ｒ
ｓ
Ｃ
ｌ
ｕ
ｂ
、
Ｄ
Ｉ
Ｓ
Ｃ

Ｏ
Ｖ
Ｅ
Ｒ

電
子
マ
ネ
ー

ｉ
Ｄ
、
楽
天
Ｅ
ｄｙ
、
ｎ
ａ
ｎ
ａ

ｃ
ｏ
、
Ｗ
Ａ
Ｏ
Ｎ
、
Ｑ
Ｕ
Ｉ
Ｃ
Ｐ

ａ
ｙ
、
交
通
系
電
子
マ
ネ
ー（
Ｐ

ｉ
Ｔ
ａ
Ｐ
ａ
は
利
用
不
可
）

二
次
元
コ
ー
ド
決
済

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
、
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ
、

メ
ル
ペ
イ
、
楽
天
ペ
イ
、
ｄ
払
い

【
注
意
事
項
】

・
現
金
と
の
併
用
、
ポ
イ
ン
ト
で

の
支
払
い
は
で
き
ま
せ
ん

・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
は
一
括
払

い
の
み
で
す

・
電
子
マ
ネ
ー
の
チ
ャ
ー
ジ（
入

金
）は
で
き
ま
せ
ん
。
残
高
不
足

の
場
合
は
、
別
の
方
法
を
ご
利
用

く
だ
さ
い

・
領
収
書
が
必
要
な
方
は
現
金
で

お
支
払
い
く
だ
さ
い

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
再
交
付

手
数
料
は
現
金
で
お
支
払
い
く
だ

さ
い

被保険者証（保険証）が廃止となります

問合先　保険年金課保険資格担当

　
令
和
６
年
12
月
２
日
以
降
、
従

来
の
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
証
は
新
規
発
行
が
で

き
な
く
な
り
、マ
イ
ナ
保
険
証（
保

険
証
利
用
登
録
が
さ
れ
た
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
）を
基
本
と
す
る

仕
組
み
に
移
行
し
ま
す
。

　
従
来
の
保
険
証
の
新
規
発
行
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
が
、
発
行
済

み
の
保
険
証（
令
和
６
年
12
月
１

日
時
点
で
お
手
元
に
あ
る
有
効
な

保
険
証
）は
、
廃
止
日
以
降
も
保

険
証
に
記
載
の
あ
る
有
効
期
限
ま

で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
保
険
証
の
有
効
期
限（
令
和
７

年
７
月
31
日
）が
切
れ
た
後
に
つ

い
て

〇
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
方

　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
な
お
、
お
手
元
の
保
険
証

の
有
効
期
限
を
迎
え
る
前
に
、
ご

自
身
の
被
保
険
者
資
格
な
ど
を
簡

易
に
把
握
で
き
る
よ
う
「
資
格
情

報
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
す
る
予

定
で
す（
申
請
は
不
要
）。

〇
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な

い
方

　
お
手
元
の
保
険
証
の
有
効
期
限

を
迎
え
る
前
に
、
従
来
の
保
険
証

に
代
わ
る
も
の
と
し
て
「
資
格
確

認
書
」を
送
付
す
る
予
定
で
す（
申

請
は
不
要
）。
現
在
の
保
険
証
と

同
様
に
医
療
機
関
等
の
窓
口
で
提

示
す
る
こ
と
で
、
引
き
続
き
医
療

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

11月1日からキャッシュレス決済がはじまります

問合先　市民課および若葉駅前出張所

後期高齢者医療
詳細はこちら

国民健康保険
詳細はこちら
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11月は子供・若者育成支援強調月間です

問合先　こども支援課子育て支援担当

11月は児童虐待防止月間です～ 189（いちはやく）気づいてあげてそのサイン～

問合先　こども支援課子育て支援担当

　
深
夜
外
出
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
、
不
登
校
、
貧

困
な
ど
、
青
少
年
を
め
ぐ
る
環
境

は
急
激
に
変
化
し
て
い
ま
す
。

　
青
少
年
に
よ
る
非
行
や
犯
罪
を

増
加
さ
せ
て
い
る
要
因
の
一
つ
と

し
て
、
青
少
年
の
行
動
に
対
す
る

大
人
の
無
関
心
さ
や
、
規
範
意
識

の
低
下
な
ど
「
大
人
の
責
任
」
が

問
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
市
青
少
年
健
全
育
成
連
絡
協
議

会
で
は
、
市
内
５
地
区
の
青
少
年

健
全
育
成
推
進
協
議
会
と
連
携

し
、
深
夜
営
業
を
行
う
店
舗
へ
の

青
少
年
の
帰
宅
推
奨
の
お
願
い

や
、
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
を
実

施
し
、
地
域
で
こ
ど
も
た
ち
の
見

守
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

青
少
年
健
全
育
成
推
進
協
議
会
と

は
　

市
内
５
地
区（
各
中
学
校
区
に

１
地
区
）で
地
域
の
方
々
が
会
員

と
な
り
、
青
少
年
の
育
成
と
安
全

な
地
域
づ
く
り
の
た
め
に
、
様
々

な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
ど
も
・
若
者
の
育
成
支
援
の

た
め
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理

解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

こ
ど
も
た
ち
の
た
め
に
で
き
る
こ

と■
登
下
校
の
時
間
に
合
わ
せ
て
散

歩
す
る
。

　

令
和
５
年
度
、
県
内
の
児
童
相

談
所
が
対
応
し
た
虐
待
相
談
の
件

数
は
１
万
７
４
７
２
件
と
な
り
ま

し
た
。
令
和
４
年
度（
１
万
７
２
１

３
件
）に
比
べ
２
５
９
件
増
え
て
お

り
、
児
童
虐
待
に
関
す
る
相
談
件

数
は
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

児
童
虐
待
と
は

身
体
的
虐
待　
殴
る
、
蹴
る
、
激

し
く
揺
さ
ぶ
る
、
や
け
ど
を
さ
せ

る
、
首
を
絞
め
る
、
戸
外
に
締
め

出
す
な
ど

心
理
的
虐
待　
否
定
的
・
差
別
的

な
言
葉
を
繰
り
返
す
、
無
視
、
Ｄ

Ｖ
の
目
撃
、
こ
ど
も
の
面
前
で
の

け
ん
か
、
他
の
き
ょ
う
だ
い
と
差

別
的
な
扱
い
な
ど

性
的
虐
待　
こ
ど
も
へ
の
性
交
、

性
的
行
為（
教
唆
を
含
む
）、
性
器

や
性
交
を
見
せ
る
、
ポ
ル
ノ
写
真

の
被
写
体
に
す
る
な
ど

ネ
グ
レ
ク
ト（
養
育
の
拒
否・怠
慢
）

食
事
を
与
え
な
い
、
入
浴
さ
せ
な

い
、
登
校
さ
せ
な
い
、
車
や
家
に

置
き
去
り
に
す
る
、
こ
ど
も
に

と
っ
て
必
要
な
情
緒
的
愛
情
に
応

え
な
い
、
保
護
者
以
外
の
同
居
人

等
が
虐
待
を
行
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
放
置
す
る
な
ど

迷
わ
ず
ご
連
絡
く
だ
さ
い　

　
市
で
は
、
複
雑
化
す
る
児
童
虐

待
の
問
題
に
、
よ
り
専
門
的
に
対

⇨
こ
ど
も
た
ち
の
見
守
り
に
つ
な

が
り
ま
す
。

■
玄
関
外
の
電
灯
を
つ
け
て
お

く
。

⇨
人
目
に
つ
か
な
い
薄
暗
い
場
所

が
減
る
こ
と
は
、
青
少
年
を
犯
罪

被
害
か
ら
守
る
こ
と
に
効
果
的
で

す
。

■
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
フ
ィ
ル
タ

リ
ン
グ
を
積
極
的
に
導
入
す
る
。

⇨
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
が
き
っ
か
け
で
青

少
年
が
性
犯
罪
の
被
害
に
あ
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

誰
か
に
悩
み
を
話
し
た
い
、
聴
い

て
ほ
し
い
と
き
は

チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン（
18
歳
以
下

対
象
）☎
０
１
２
０
・
９
９
・
７

７
７
７

ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
た
ら

警
察
相
談
専
用
電
話
＃
９
１
１
０

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン（
買
い
物

な
ど
の
お
金
の
ト
ラ
ブ
ル
）☎
１

８
８

応
す
べ
く
、
子
ど
も
家
庭
総
合
支

援
拠
点
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
や
家
庭
児
童
相

談
員
な
ど
が
、
関
係
機
関
と
協
力

し
、
児
童
虐
待
や
子
育
て
相
談
な

ど
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
児
童
虐

待
に
よ
り
、
こ
ど
も
の
命
が
奪
わ

れ
る
悲
し
い
事
件
は
後
を
絶
ち
ま

せ
ん
。
地
域
の
方
々
の
「
目
く
ば

り
」「
気
く
ば
り
」
で
こ
ど
も
を
虐

待
か
ら
救
え
ま
す
。

※　
連
絡
者
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
匿
名
で
も
構
い
ま
せ

ん児
童
虐
待
に
関
す
る
連
絡
先

　
こ
ど
も
の
悲
鳴
が
聞
こ
え
る
な

ど
緊
急
の
場
合
は
警
察
へ
１
１
０

番
通
報
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
児
童
相
談
所
全
国
共
通
３
桁
ダ

イ
ヤ
ル
☎
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）　

※　
24
時
間
対
応

・
川
越
児
童
相
談
所
☎
０
４
９
・

２
２
３
・
４
１
５
２

・
市
こ
ど
も
支
援
課
子
育
て
支
援

担
当
☎
０
４
９
・
２
７
１
・
１
１

１
１

子
育
て
に
困
っ
た
と
き
の
相
談
先

・
児
童
・
家
庭
総
合
相
談
窓
口

（
こ
ど
も
支
援
課
子
育
て
支
援
担
当
）

☎
０
４
９・２
７
１・１
１
１
１

・
保
健
セ
ン
タ
ー

☎
０
４
９・２
７
１・２
７
４
５
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不法投棄をさせないようにしましょう

問合先　生活環境課環境推進担当

不
法
投
棄
を
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら

　
所
有
地（
管
理
地
）へ
の
不
法
投

棄
を
目
撃
し
た
場
合
は
、
危
険
を

伴
う
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
注
意
や

追
跡
な
ど
は
行
わ
ず
に
西
入
間
警

察
署
に
連
絡
し
、
日
時
、
場
所
、

ご
み
の
種
類
と
量
、
車
両
情
報
、

人
物
の
特
徴
な
ど
を
伝
え
て
行
為

者
の
特
定
を
依
頼
し
て
く
だ
さ

い
。

西
入
間
警
察
署

☎
０
４
９・２
８
４・０
１
１
０

　
不
法
投
棄
者
が
判
明
し
な
い
場

合
は
、
廃
棄
物
の
処
理
お
よ
び
清

掃
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
そ

の
土
地
の
所
有
者（
管
理
者
）が
自

ら
の
責
任
で
処
分
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

不
法
投
棄
を
さ
せ
な
い
た
め
に

　
土
地
の
所
有
者（
管
理
者
）は
次

の
よ
う
な
工
夫
を
行
い
、
不
法
投

棄
を
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

・
草
木
の
除
草
や
伐
採
を
行
い
、

見
通
し
の
よ
い
環
境
を
整
え
る

・
フ
ェ
ン
ス
柵
を
設
置
し
、
侵
入

で
き
な
い
よ
う
に
す
る

・
看
板
の
設
置
を
行
う

市
の
取
組
に
つ
い
て

　
不
法
投
棄
防
止
の
た
め
の
啓
発

看
板
を
配
布
し
て
い
ま
す
。
看
板

を
ご
希
望
の
方
は
、
市
役
所
２
階

の
生
活
環
境
課
ま
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す

　
み
だ
り
に
ご
み
を
捨
て
る
こ
と

は
、法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

違
反
す
る
と
、
５
年
以
下
の
懲
役

ま
た
は
１
０
０
０
万
円
以
下
の
罰

金（
法
人
に
対
し
て
は
３
億
円
以

下
の
罰
金
）ま
た
は
そ
の
両
方
が

科
せ
ら
れ
ま
す
。

野外焼却は禁止されています

問合先　生活環境課環境保全担当

　
『
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
』

で
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
な
ど
の

発
生
を
抑
制
す
る
た
め
、
一
定
の

構
造
基
準
を
満
た
す
焼
却
炉
を
使

用
す
る
場
合
を
除
き
、
野
外
焼
却

を
原
則
と
し
て
禁
止
し
て
い
ま

す
。

　

市
に
は
、「
近
所
で
ご
み
を
燃

や
し
て
い
て
煙
で
困
っ
て
い
る
」

や
、「
野
外
焼
却
に
よ
り
洗
濯
物

に
臭
い
が
つ
い
て
困
っ
て
い
る
」

な
ど
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

家
庭
で
発
生
し
た
廃
棄
物
は
、

野
外
焼
却
を
せ
ず
に
、
リ
サ
イ
ク

ル
で
き
る
も
の
と
可
燃
ご
み
に
分

別
し
て
集
積
所
に
出
す
な
ど
、
適

切
に
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

■
次
に
掲
げ
る
野
外
焼
却
は
、
条

例
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
ま
す
。

①　
落
ち
葉
焚
き
な
ど
、
日
常
生

活
を
営
む
う
え
で
通
常
行
わ
れ
る

焼
却
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の

②　
稲
わ
ら
焼
き
な
ど
、
農
業
や

林
業
な
ど
を
営
む
た
め
に
や
む
を

得
な
い
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
焼

却（
木
の
枝
は
燃
や
さ
な
い
で
く

だ
さ
い
）

③　
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
や
ど

ん
ど
焼
き
な
ど
、
風
俗
習
慣
上
ま

た
は
宗
教
上
の
行
事
を
行
う
た
め

に
必
要
な
焼
却

■
条
例
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る

場
合
で
も
、
次
の
点
に
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

①　
紙
く
ず
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

な
ど
の
ご
み
を
混
ぜ
て
焼
却
し
な

い②　
よ
く
乾
燥
さ
せ
て
、
な
る
べ

く
煙
が
出
な
い
よ
う
に
焼
却
す
る

③　
風
向
き
を
考
え
て
焼
却
す
る

④　
火
の
粉
が
飛
ば
な
い
よ
う
に

焼
却
す
る

⑤　
焼
却
を
放
置
し
な
い

⑥　
条
例
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ

る
焼
却
で
あ
っ
て
も
、
な
る
べ
く

集
積
所
に
出
す

※　
①
～
⑥
を
遵
守
し
た
上
、
近

隣
住
民
へ
配
慮
し
て
実
施
し
て
く

だ
さ
い

　
な
お
、
焼
却
に
つ
い
て
市
へ
相

談
が
寄
せ
ら
れ
た
場
合
は
、
消
火

を
お
願
い
し
ま
す
。
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市 政 情 報

ペットボトルは分別して出しましょう

問合先　生活環境課環境推進担当

11月は「埼玉県地産地消月間」です

問合先　産業振興課農政担当

　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
き
ち
ん
と
分

別
し
な
い
と
、
収
集
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
ご
み
集
積
所
に
残
さ
れ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

正
し
く
分
別
を
す
る
こ
と
で
、

ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
や
卵
パ
ッ
ク
と

し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、
再
利
用
さ

れ
ま
す
。
大
切
な
資
源
と
し
て
有

効
活
用
で
き
る
よ
う
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。　

・
中
身
を
空
に
し
て
水
で
洗
い
き

れ
い
に
し
ま
し
ょ
う

・
必
ず
キ
ャ
ッ
プ
と
ラ
ベ
ル
を
取

り
外
し
ま
し
ょ
う

・
取
り
外
し
た
キ
ャ
ッ
プ
と
ラ
ベ

　
地
産
地
消
と
は
、
地
域
で
生
産

さ
れ
た
農
林
水
産
物
を
地
域
で
消

費
し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
で

す
。

【
地
産
地
消
の
主
な
効
果
】

・
消
費
者
は
、「
農
家
の
顔
が
見

え
る
関
係
」
で
生
産
状
況
な
ど
も

確
か
め
ら
れ
、
新
鮮
で
安
心
・
安

全
な
農
産
物
を
消
費
で
き
る

・
生
産
者
は
、
消
費
者
の
ニ
ー
ズ

に
対
応
し
た
生
産
が
図
ら
れ
る

・
自
給
率
の
向
上
に
つ
な
が
る

・
食
育
の
機
会
に
な
る

・
地
域
の
伝
統
的
な
食
文
化
の
継

承
に
つ
な
が
る

ル
は
そ
の
他
容
器
包
装
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
と
し
て
ご
み
集
積
所
に
出

し
ま
し
ょ
う

・
輸
送
距
離
の
短
縮
に
よ
り
地
球

温
暖
化
な
ど
の
環
境
問
題
に
貢
献

【
市
の
農
業
と
主
な
取
組
み
】

　
市
の
農
業
の
特
徴
は
、
消
費
地

と
生
産
地
が
近
い
と
い
う
利
点
を

活
か
し
、
鮮
度
が
重
要
な
野
菜
中

心
に
少
量
多
品
目
の
作
物
を
生
産

す
る
農
家
が
多
い
こ
と
で
す
。

　
市
で
は
、
地
域
の
消
費
者
と
の

交
流
・
体
験
活
動
の
実
施
、
朝
市

の
開
催
、
野
菜
シ
ー
ル
の
普
及
、

学
校
給
食
で
の
地
場
産
農
産
物
の

利
用
な
ど
の
取
組
を
行
っ
て
い
ま

す
。

確定申告はスマホから

問合先　税務課市民税担当

　
確
定
申
告
会
場
は
、
ど
の
会
場

も
、
毎
年
、
大
変
混
雑
し
ま
す
。

お
手
持
ち
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・

タ
ブ
レ
ッ
ト
で
、
簡
単
に
確
定
申

告
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
来

年
の
確
定
申
告
は
、電
子
申
告（
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
に
は
、

次
の
様
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま

す
。

①　
医
療
費
の
領
収
書
な
ど
の
集

計
が
不
要

②　
確
定
申
告
書
の
該
当
項
目
に

自
動
入
力
可
能

③　
作
成
し
た
確
定
申
告
書
は
そ

の
ま
ま
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
送
信
可
能

④　
書
類
の
管
理
・
保
管
が
不
要

※　
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
と
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
用
し
て
電
子
的

に
確
定
申
告
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム

で
す

※　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
と

は
、
政
府
が
中
心
と
な
り
運
営
す

る
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ

を
連
携
す
る
こ
と
で
、
控
除
証
明

書
等
の
デ
ー
タ
を
一
括
取
得
し
、

確
定
申
告
書
の
該
当
項
目
へ
自
動

反
映
が
可
能
で
す

〈
確
定
申
告
の
た
め
の
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
連
携
事
前
準
備
説
明
会
〉

　
申
告
を
簡
単
に
行
う
た
め
の
マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
の
事
前
準
備

に
関
す
る
説
明
会
を
次
の
日
程
で

行
い
ま
す
。

※　
講
習
会
で
使
用
す
る
通
信
料

は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す（
ｗ
ｉ

－

Ｆ
ｉ
は
あ
り
ま
せ
ん
）

※　
給
与
収
入
や
公
的
年
金
収
入

等
の
方
向
け
の
講
習
に
な
り
ま
す

対
象　
市
内
在
住
の
方

定
員　
20
人

申
込
方
法　
11
月
11
日
㈪
か
ら
講

習
希
望
日
お
よ
び
希
望
回
、氏
名
、

住
所
、電
話
番
号
を
電
話
ま
た
は
、

専
用
フ
ォ
ー
ム
か
ら

申込みは
こちら

インストールは
こちら

確定申告のためのマイナポータル連携事前準備説明会
会場 市役所102会議室 若葉駅前出張所
期日 12月9日（月） 12月10日（火）・11日（水）
時間 1回目：10時～11時30分

2回目：13時30分～15時
10時～11時30分

定員 各回20人 各回20人

持ち物

スマホ・タブレット・マイナンバーカード
利用者証明用電子証明書（数字4桁）および署名用電
子証明書（英数字6～16文字）のパスワードが必要
です。
事前にマイナポータルアプリをインストールして
ください。
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学童保育室の入室説明会を実施します

問合先　こども支援課子育て支援担当

競争入札参加資格審査申請の
受付

問合先　財政課契約担当

11月はケアラー月間です
問合先　福祉政策課　　　　　

福祉政策・地域福祉担当

　
ケ
ア
ラ
ー
と
は
、
家
族
な
ど
の

身
近
な
人
に
対
し
て
、
無
償
で
介

護
、
看
護
、
日
常
生
活
上
の
お
世

話
や
援
助
を
し
て
い
る
方
で
す
。

　

埼
玉
県
で
は
11
月
を
「
ケ
ア

ラ
ー
月
間
」
と
定
め
、
集
中
的
な

広
報
啓
発
を
行
い
、
ケ
ア
ラ
ー
支

援
へ
の
理
解
と
協
力
の
輪
を
広

げ
、
ケ
ア
ラ
ー
が
孤
立
す
る
こ
と

　

令
和
７・
８
年
度
に
市
が
発
注

す
る
物
品
・
そ
の
他
の
競
争
入
札

参
加
資
格
審
査
申
請
の
受
付
を
行

い
ま
す
。

申
請
期
間

12
月
２
日
㈪
～
27
日
㈮

申
請
方
法

原
則
専
用
フ
ォ
ー
ム
に
よ
る
オ
ン

ラ
イ
ン
申
請（
新
規
申
請
・
更
新

申
請
専
用
フ
ォ
ー
ム
）

の
な
い
社
会
の
実
現
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

市民意識調査にご協力を

問合先　健康長寿課健康増進担当

　
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
健
康
づ
く

り
や
食
育
に
関
す
る
意
識
や
関

心
、
日
ご
ろ
の
生
活
習
慣
な
ど
に

つ
い
て
意
見
を
伺
う
た
め
、
健
康

に
関
す
る
市
民
意
識
調
査
を
実
施

し
ま
す
。

　
こ
の
調
査
結
果
は
、
健
康
つ
る

が
し
ま
21（
健
康
づ
く
り
計
画
・

食
育
推
進
計
画
）策
定
の
た
め
の

基
礎
資
料
と
し
て
活
用
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　
調
査
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ

き
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
発
送
は
11
月
中
旬
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

対
象　
15
歳
以
上
の
市
民
２
４
０

０
人（
無
作
為
抽
出
）

※　
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

場
合
は
郵
送
可　
　

※　
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

令
和
７
年
４
月
１
日
～
令
和
９
年

３
月
31
日

HPはこちら 詳細はこちら

市内学童保育室の各運営事業者の主催により、学童
保育入室説明会を下記のとおり実施します。
なお、放課後児童クラブたんていクラブ（南小学校区）
の入室説明会および書類配布は令和7年2月ごろの実
施を予定しています。

日時　場所等は下表参照
対象　令和7年度小学校入学予定の児童および保護者
場所　各学童保育室（南小学校区除く）
内容　学童保育室の標準的保育内容、年間行事予定、
保育料、入室手続きなど

運営事業者 小学校区 クラブ名 開催日 時間 開催場所 申込手続

NPO法人
カローレ

第一小 なかよしクラブ 12月7日（土） 10時～12時 なかよしクラブ
申込書類
令和6年11月下旬から各クラブ
で配付開始
申込期限
各クラブ入室説明会～
令和7年2月7日（金）

第二小 どんぐりクラブ 12月14日（土） 10時～12時 どんぐりクラブ
新町小 ひまわりクラブ 12月7日（土） 10時～12時 ひまわりクラブ
杉下小 ありんこクラブ 12月14日（土） 10時～12時 第2ありんこクラブ
長久保小 はちまんクラブ 11月30日（土） 10時～12時 第1はちまんクラブ
藤小 つくしんぼクラブ 12月14日（土） 11時～12時 第2つくしんぼクラブ
栄小 つばきやまクラブ 1月18日（土） 10時～12時 第1つばきやまクラブ

株式会社
らしく 第一小 Beらしく鶴一 11月30日（土） 10時～12時

各クラブで開催
（詳細HPをご参照くだ
さい）

申込書類
入室説明会以降にクラブで配付
申込期限　なし

NPO法人
すくすく 小学校区

指定なし

一本松学童クラブ 11月23日（祝）
10時～13時
※　上記時間帯の
いつでも対応可能

申込書類
入室説明会以降にクラブで配付
申込期限　なし

株式会社
スプラウト

クローバークラブ
（若葉台幼稚園内） 随時 随時

申込書類
12月以降にクラブで配付
申込期限　なし

最終
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問合先　坂戸・鶴ヶ島消防組合総務課☎049・281・3118

　
11
月
９
日
の
「
１
１
９
番
の
日
」
に

合
わ
せ
て
、
坂
戸
市
内
の
消
防
署
お

よ
び
鶴
ヶ
島
消
防
署
を
市
民
の
皆
さ

ん
に
公
開
し
ま
す
。
消
防
車
内
や
積

載
品
な
ど
を
見
学
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

公
開
日
時　
11
月
３
日
㈷
～
９
日
㈯

９
時
～
16
時

公
開
施
設　
坂
戸
消
防
署
、
東
分
署
、

西
分
署
、
鶴
ヶ
島
消
防
署

　

11
月
１
日
を
も
っ
て
坂
戸
消
防
署

東
分
署
庁
舎
を
東
坂
戸
二
丁
目
地
内

か
ら
中
小
坂
地
内
に
移
転
し
ま
し
た
。

東
分
署
新
住
所

坂
戸
市
大
字
中
小
坂
４
６
９
番
３

※　
旧
東
分
署
の
見
学
は
で
き
ま
せ
ん

問
合
先

坂
戸
・
鶴
ヶ
島
消
防
組
合
坂
戸
消
防

署　
指
揮
担
当
☎
０
４
９
・
２
８
１
・

３
４
９
４

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動
実
施

　

11
月
９
日
㈯
か
ら
15
日
㈮
は
、
秋

の
全
国
火
災
予
防
運
動
期
間
で
す
。

寝
室
な
ど
に
煙
式
の
住
宅
用
火
災
警

報
器
を
設
置
し
ま
し
ょ
う
！
設
置
済

の
方
は
定
期
的
に
警
報
器
の
掃
除
や

点
検
を
お
願
い
し
ま
す
。

管
内
の
火
災
原
因
ワ
ー
ス
ト
３（
令
和

５
年
中
）

１
位　
放
火（
疑
い
を
含
む
）　
９
件

２
位　
タ
バ
コ　
　
　
　
　
　
５
件

３
位　

火
入
れ（
焼
却
の
放
置
な
ど
）　

３
件

問
合
先

同
組
合
予

防
課
☎
０

４
９
・
２

８
１
・
３

１
１
７

防
火
ポ
ス
タ
ー
の
優
秀
作
品
が
決
定
！

　

坂
戸
・
鶴
ヶ
島
消
防
組
合
で
は
、

鶴
ヶ
島
市
と
坂
戸
市
の
小
学
３・
４
年

生
の
児
童
を
対
象
と
し
、
夏
休
み
期

間
中
に
「
防
火
ポ
ス
タ
ー
」
を
募
集
し

ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
２
４
６
点
の
応
募
が

あ
り
、
50
点
が
入
選
し
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
そ
の
中
か
ら
最
優
秀
作
品
１

点
と
優
秀
作
品
６
点
を
選
出
し
ま
し

た
。

最
優
秀
作
品

坂
戸
市
立
片
柳
小
学
校
３
年

小こ

林ば
や
し 

紗さ

愛な

さ
ん

優
秀
作
品 

鶴
ヶ
島
第
一
小
学
校
３
年

荒あ
ら
巻ま
き 

姫ひ

菜な

さ
ん

長
久
保
小
学
校
４
年

岡お
か
留ど
め 

龍り
ゅ
うさ
ん

南
小
学
校
４
年

加か

治じ 

蒼あ
お

唯い

さ
ん

ほ
か
、
坂
戸
市
内
の
小
学
生
３
名

　

鶴
ヶ
島
市
内
小
学
生
の
入
選
作
品

は
秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動
期
間
中

を
目
安
に
次
の
と
お
り
展
示
し
ま
す
。

展
示
場
所　
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

展
示
期
間　
11
月
１
日
㈮
～
15
日
㈮ 

※　

土
曜
日
午
後
・
日
曜
日
、
祝
日

を
除
く

問
合
先　
同
組
合
予
防
課
☎
０
４
９
・

２
８
１
・
３
１
１
７同組合HPはこちら

消
防
署
公
開
・
坂
戸
消
防
署

消
防
署
公
開
・
坂
戸
消
防
署

東
分
署
移
転
に
つ
い
て

東
分
署
移
転
に
つ
い
て

『
守
り
た
い
未
来
が
あ
る
か
ら

『
守
り
た
い
未
来
が
あ
る
か
ら

火
の
用
心
』

火
の
用
心
』

（新）坂戸消防署東分署

坂戸消防署

坂戸消防署西分署 鶴ヶ島消防署

最終

15 Tsurugashima　2024.11


